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換地設計基準の 

説明会を開催しました   
 

市では、土地区画整理審議会から「換地設計基準」の答申書の提出を受け、９月４

日に換地設計基準を決定しました。 

そこで、この内容について権利者の皆様に十分ご理解いただくため、換地設計基準

並びに用途地域・地区計画について説明会を開催してまいりました。 

このたび、説明会において出されたご意見やご質問等を整理しましたので、紹介い

たします。 

  今後も、羽村駅西口土地区画整理事業の更なる推進のため、皆様のご理解とご協力

をお願いいたします。 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

羽村駅西口土地区画整理事業  情報紙 

 

 

 

 

 

～人と環境に優しいまちづくりを目指して～                          

  第１７号 平成 19 年 2 月 15 日 

                    編集・発行 羽村市都市整備部区画整理課 

                      

第１７号の主な内容 
 
１ 羽村駅西口土地区画整理事業換地設計基準についての説明内容 

※ 用途地域・地区計画（市案）についての説明内容は、別冊とな 

っております。 

２ 説明内容に対する質問等への回答について 

３ 土地区画整理事業のための先行取得用地について 
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●換地設計の基準時について 

換地設計は、事業計画決定の公告の日（平成１５年４月１６日）現在における宅

地の状況を対象とします。 

●従前の宅地の地積について 

換地設計を行うための基準となる従前の宅地の面積（以下、基準地積とい

う。）は、羽村駅西口土地区画整理事業施行規程等（基準地積決定準則）の規

定に基づいて定めます。 
 
概ね以下の３つの地積により、基準地積を決定します。 
 
１． 登記簿上の地積とする。（登記所に地積測量図があるもの） 

２． 実測した地積とする。 

３． 道路等の公共用地に囲まれた適当な区域における実測地積(羽村市が測

量)の測量増分を、登記簿地積の割合に応じて按分した地積とする。 

※ 1 及び２以外の土地について、３の按分により基準地積を定めます。 

●従前の宅地と換地の対応について 

原則として従前の宅地１筆または１個の借地権等に対して１個の換地を定め

ます。 

例外として、従前 1 筆の土地（地積が大きい場合）に対し２筆以上の換地ま

たは、従前２筆以上の土地（地積が小さい場合等）に対し 1 つの換地を定める

ことができる場合があります。 

 

原則 １：１             例外 １：N             例外 N：１ 

１ 羽村駅西口土地区画整理事業換地設計基準についての説明内容 

 

換地設計基準の説明会を、昨年１１月から今年の1月までの間に、区域を１０ブロ

ックに分け、ブロック別に10回、全体で２回の合計１２回開催してまいりました。説

明会では、パワーポイントによるスクリーンへの映写を行い、スクリーンに表示され

ている内容と同様の資料を配布し説明を行いました。 

 

換地設計基準の説明会において説明した内容は、次のとおりです。 
  
 

（１）換地設計基準の概要 
 
換地設計基準では、換地設計を行う上で必要となる基本的な事項を定めています。 
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●換地の位置について 

換地の位置は、原則として従前の宅地の位置関係や土地利用を考慮するととも

に、用途地域等を勘案して従前の宅地の近傍に定めます。 

●換地の形状について 

換地の形状は、長方形を標準とし、原則として道路に直角に面するように定

めます。 

 

●換地の地積について 

換地の地積は、原則として比例評価式換地設計法により算出した地積を標準

として定めます。ただし、例外として以下の事項があります。 

また、宅地の評価は、土地評価基準により別に定めることになっています。 

 

・ 小規模画地等については、「減歩緩和取扱い方針」に従って定めます。 

・ 土地所有者の申し出または同意のあった従前の宅地については換地を定め

ないことができます。（土地区画整理法第 90条） 

・ 鉄道、学校、墓地などの換地の位置、地積は、その機能等を勘案して定め

ることができます。（土地区画整理法第 95 条第 1 項） 

・ 従前の宅地が道路（位置指定道路、私道、セットバック部分等）として使

用されている部分は、換地を定めないことができます。詳細は「私道等取

扱い方針」に従って決定します。（土地区画整理法第 95 条第 6 項） 

●保留地について 

保留地は、原則として換地に支障のない範囲で宅地として利用できるよう適正

な規模のものとして定めます。 
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減
歩
な
し

減歩緩和

(%)

165

100

傾斜的に

減
歩
緩
和
率

従前地の地積

(㎡ )4350

 

（２）取扱い方針の概要 
 

① 減歩緩和取扱い方針 

小規模宅地（同一人が所有し若しくは使用収益できる宅地の基準地積の合計が

435㎡未満の宅地）及び平均減歩率を超える宅地については、次に定める基準の範

囲内において減歩の緩和を図ることができるものとします。 
 

【小規模宅地の取扱い】 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）ただし、私道等の通路の用に供している宅地については原則としてこの面積を含めな

いものとします。また、墓地及び墳墓地は小規模宅地として取扱いません。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ai：宅地の規模（基準地積） 

 

 

 

 

 

 

 

【減歩率の最高限度】 

 

 

 

 

   

 

 原 案  決 定 

減歩の全てを緩和する

宅地規模 

135 ㎡以下 

（約 40 坪） ⇒ 
165 ㎡以下 

（約 50 坪） 

宅地の規模に応じ減歩

緩和する宅地規模 

135㎡を超え 

  405㎡未満 ⇒ 
165㎡を超え 

  435㎡未満 

原案                決定 
 

減歩の全てを緩和する         １３５㎡以下             １６５㎡以下  

宅地規模                   （約４０坪）              （約５０坪）  

 

宅地の規模に応じて、         １３５㎡を超え            １６５㎡を超え  

減歩緩和する宅地規模          ４０５㎡未満               ４３５㎡未満 

         

⇒ 

各宅地の減歩率は、       

 

平均減歩率の 1.5 倍を超えない範囲を限度として定めます。 
 

注）平均減歩率は、平成 15 年 4 月 16日付の事業計画決定による 22.27%です。 

減歩緩和を受けた土地所有者の方は、事業の終

了時に、減歩緩和をした面積の相当分を、清算

金としてお支払いいただくことになります。 

減歩緩和率（％）＝ ×100 

435－Ai 

 

435－165 
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換地計算の概要と清算金について 

※ 換地計算をわかりやすくするために画地の個別修正による評価等（技術的な計算過程）は省略

しています。なお、路線価指数は、その道路の幅員や駅までの距離並びに公共空間等により定め

ます。 

 

【整理前】現在の土地                  【整理後】換地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換地計算方法 

 

① 基準地積に整理前平方メートル当りの指数を乗じて整理前の総指数を算定します。 

  １６５㎡×６４０個／㎡＝１０５，６００個・・・整理前の総指数 

 

② 整理前の総指数を整理後平方メートル当りの指数で除して換地面積を算出します。 

  １０５，６００個÷８００個／㎡＝１３２㎡・・・換地面積 

 

③ 換地面積に整理後平方メートル当りの指数を乗じて整理後の総指数を算出します。 

  １３２㎡×８００個／㎡＝１０５，６００個・・・整理後の総指数 

 

④ 整理前の総指数から整理後の総指数を減じて清算指数を算出します。 

１０５，６００－１０５，６００＝±０・・・清算指数 

 

⑤ 工事概成時において、指数１個当りの単価を指数に乗じて清算金を確定します。 

 

上記のように、整理前と整理後の総指数を同じにすることが、比例評価式換地設計方法

の基本的な考え方です。ただし、審議会の答申及び地区の状況を踏まえ、小規模画地にお

いては、良好な宅地利用継続の観点から減歩を緩和することに決定しました。よって、緩

和面積に応じて（次ページ参照）、評価差分を清算金（計算された指数に指数1個の単価を

乗じて算出する。）により是正することになります。 

 

Ａ＝１６５㎡ 

＠＝６４０個／㎡ 

Ｖ＝１０５，６００個 

Ａ＝１３２㎡ 

＠＝８００個／㎡ 

Ｖ＝１０５，６００個 

 

路線価指数＝６４０ 路線価指数＝８００ 

減歩率の計算  

｛１－（６４０÷８００）｝×１００＝２０％ 

Ａ：宅地の規模（基準地積） ＠：平方メートル当りの指数 Ｖ：総指数 

清算指数の計算 

１０５，６００個－１０５，６００個 

＝０個（徴収交付なし） 

実際は、工事誤差等による若干

の清算金が発生します。 
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【整理前】現在の土地                 【整理後】換地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【整理前】現在の土地                   【整理後】換地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【整理前】現在の土地                   【整理後】換地 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ＝１６５㎡ 

＠＝６４０個／㎡ 

Ｖ＝１０５，６００個 

Ａ＝１６５㎡ 

＠＝８００個／㎡ 

Ｖ＝１３２，０００個 

路線価指数＝６４０ 路線価指数＝８００ 

減歩緩和率＝１００％ 

減歩率＝０％ 

清算指数の計算 

１０５，６００個－１３２，０００個 

＝▲26,400個（徴収） 

宅地の規模が１６５㎡以下の場合：減歩はありません。 

宅地の規模が１６５㎡を超え４３５㎡未満の場合（例：３００㎡の場合) 

Ａ＝３００㎡ 

＠＝６４０個／㎡ 

Ｖ＝１９２，０００個 

Ａ＝２７０㎡ 

＠＝８００個／㎡ 

Ｖ＝２１６，０００個 

路線価指数＝６４０ 路線価指数＝８００ 

減歩緩和率＝５０％ 

減歩率＝１０％ 

清算指数の計算 

１９２，０００個－２１６，０００個 

＝▲24,000個（徴収） 

減歩率の最高限度（３３．４％）を超える場合（減歩率には上限を設けています。） 

Ａ＝７００㎡ 

＠＝６４０個／㎡ 

Ｖ＝４４８，０００個 

Ａ＝４６６．20 ㎡ 

＠＝１０００個／㎡ 

Ｖ＝４６６，２００個 

路線価指数＝６４０ 路線価指数＝１０００ 

計算上の減歩率 

｛１－（６４０÷１０００）｝×１００＝３６％ 

減歩率＝３３．４％ 

清算指数の計算 

４４８，０００個－４６６，２００個 

＝▲１８,２００個（徴収） 
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② 私道等取扱い方針 
 

建築敷地面積に算入されない私道等に供している宅地は、以下の取扱い方針に基づき、

換地を定めないものとします。 

 

 

一 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３条に規定する道路（本地区では、都道及

び市道）の用に供している宅地 

 

                                    都道・市道区域内で登記簿上、 

個人等の名義となっている個所    

 

 

 

二 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第２号に規定する都市計

画法による道路の用に供している宅地 

 

                                       

 

都市計画法第 29条の開発行為 

により築造された私道 

                    

 

 

 

 

 

三 登記簿の地目欄の地目にかかわらず、現に公共の用に供している宅地 

 

 

 

現に複数の宅地の所有者が 

通路等に使用している個所 

 

                       

 

 

 

 

 

は換地を定めない部分を示す。 

私道

宅　地
宅　地 宅　地

宅　地

宅　地

宅　地宅　地宅　地

宅　地宅　地

適用前より
使用している

現に複数の
宅地の所有者
が使用している

宅　地

宅　地
宅　地

宅　地

私道
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四 公衆の通行の用に供している宅地で次に掲げるもの 

（１）道路の築造又は舗装等の工事を公共団体が施工したもの 

羽村市が施工した個所又は「羽村市私有道路整備事業費補助金交付要綱（平成５年

羽経建発第９８５７号）」に基づく補助を受けて施工した個所 

（２）建築基準法第４２条第１項第５号に掲げる道路の指定を受けているもの 

 

(道路位置指定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（３）建築基準法第４２条第２項又は第３項の規定により特定行政庁の指定を受け、道

路とみなされており、羽村市税賦課徴収条例（昭和 30 年条例第 10 号）第 70 条

第１項第２号の規定により固定資産税が減免されているもの（減免されていない場

合は、換地対象です。） 

   

 （セットバック部分） 

建築敷地として利用する際に道路とみなされている個所 

     

                                             

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                             は換地を定めない部分を示す。

建築敷地が接道要件を満たす為

に道路として位置の指定を受けた

もの 

宅　地

宅　地
宅　地

宅　地

道路位置指定

家屋 

道路中心線から２ｍ 

道路中心線 

 

セットバック部分 
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③ 申し出換地取扱い方針 

申し出換地については、審議会から提出された意見書の内容を尊重し実施しないこと

になりました。 

なお、羽村駅西口駅前広場に面する部分や都市計画道路３・４・１３号線及び７・

５・１号線沿道については、用途地域や地区計画により商業施設の集積が図れるよう計

画しております。 

権利者及び住民、事業所の皆様には、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【審議会の意見】 

  区画整理手法による商業集積は、土地の経済的価値の公平性の確保に問題

を生じる可能性があることから実施しないものとする。 

  なお、商業集積については、市の施策として考慮する。 

 

換  

地  

設  

計  

基  

準  

の 

決  

定  

土  

地  

評  

価  

基  

準  

の 

決  

定  

 

審  

 

議  

 

会  

 

仮  

換  

地  

案  

の 

説  

明  

 

土 地 評 価  

換地割込み作業  

 

18 年度  19 年度  

今後の予定 

現在、土地評価基準を決定するための準備を進めています。 

土地評価基準の内容については、「まちなみ」でお知らせいたします。 

※ ご意見、ご質問等がありましたら、区画整理課または羽村駅西口個別

説明事務所までお越しください。 

 9 月・・１２月  1 月   2 月         3 月          4 月         5 月       6 月  



 - 10 - 

２ 説明内容に対する質問等への回答について 

 

説明会において皆様からいただいた質問等の一部を紹介します。 

 

 

項 目 質問・意見等 回   答 

換 地 設

計 の 基

準 時 に

ついて 

換地設計の基準時以降に土地を

取得したが、減歩緩和の適用は

受けられるのか。 

基本的に、事業計画決定公告の日（平成１５

年４月１６日現在）の状況において換地設計

を行うものとしていますが、換地設計を決定

した場合、適用しない事となります。  

換地設計の基準日の平成１５年

４月１６日以降に家を購入した

が、 移 転の 補 償費 は 出な いの

か。 

補償費は、土地区画整理事業損失補償基準等

に基づき算出し補償します。 

従 前 の

宅 地 の

地 積 に

ついて 

基準地積の決定で、登記簿上の

地積、実測した地積とあるが、

登記簿と違う場合は自分で実測

しないといけないのか。 

また、縄縮みしている土地は、

市で勝手に面積を減らすことが

あるのか。 

縄延びしている土地については、所有者が実

測して市に申請することで、実測した面積が

基準地積として認められます。縄縮みが大き

い土地については、所有者の了承のもと、施

行者で実測しています。  

私道 部 分は 基 準地 積 に入 るの

か。 

基準地積となりますが、私道等取り扱い方針

が適用されます。また、評価においても区別

されます。  

基準地積の決定時点はいつか。

また、縄延び申請の期限はいつ

までであったのか。 

事業計画決定公告の日（平成１５年４月１６

日）現在の土地登記簿地積としている。  

地積の更正については、実測確認申請書の提

出期限を平成１８年８月とし平成１８年１１

月まで延長しました。  

申請は現在でもできるのか。 縄伸びが多い方については、手続きをするか

どうかの確認をさせていただきました。  

申請の受付は終了しています。なお、申請を

出された方には、決定した基準地積を通知し

ます。  

児魂神社は、登記簿上の面積は

小さいが縄伸びがある。換地で

はどうなるか。緑地に換地され

ることはあるか。 

児魂神社は施行者で査定しているので、その

面積での換地となります。また、緑地（公共

用地）への換地はありません。 

従 前 の

宅 地 と

換 地 の

対 応 に

ついて 

換地の例外として、従前２筆の

土地に対し１筆の換地を定める

とあるが、大小２つの土地があ

った場合小さい方の付近に換地

されることはあるのか。 

合併換地した場合は、照応の原則により大き

い方の土地の付近に換地されることとなりま

す。  

 

 

地区内に分散している土地を一

つに ま とめ る こと は でき るの

か。 

照応の原則により、従前の位置等の近傍に定

めることになります。ただし、生産緑地につ

いては、集約する可能性があります。  
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項 目 質問・意見等 回   答 

従 前 の

宅 地 と

換 地 の

対 応 に

ついて 

従前の宅地と換地の対応において

例外措置の取扱いができるとされ

ていますが基準はあるのでしょう

か。 

具体的な基準は、定めていません。 

換地設計において、街区に収まらない場合

や、１画地として利用することが適当でな

いと認められる場合に適用します。 

宅地（画地）の概念及び筆の取扱

いが知りたい。 

従前の宅地とは、現在の利用状況（使用収

益状況）を指しており、登記簿上では 1 筆

または数筆の場合があります。基本的に

は、従前の宅地 1 筆に対し換地 1 筆となり

ます。ただし、例外措置として、換地設計

の状況を踏まえ分割する場合や合併する場

合があります。 

換 地 の

位 置 に

ついて 

路地裏の土地に面しているが、表

にでられるのか。 

照応の原則により、位置は決定します。 

基本的に幅員６ｍの区画道路を基準に街区

が構成されています。よって、この道路に

接することになります。 

換地（移転）先はどこになるの

か。 

照応の原則から、現在の利用状況・位置・

形状等を考慮して、概ね現在の位置付近と

なります。ただし、道路・公園等の公共施

設がある場合は、相対的に照応する位置へ

の換地となります。 

用途地域との関係はあるのか。 用途地域についても、照応の原則の中で配

慮することになります。 

学校、墓地などの換地は例外とな

っているが、その中には以前墓地

だったふれあい公園も含まれるの

か。誰でも墓地跡地に換地された

くはないと思うので、そのあたり

はどう考えているのか。 

ふれあい公園は例外には該当しません。 

ただし、墓地跡地であるので、一般の住宅

等が換地されないように配慮していきま

す。 

 

従前地が、南向きの土地が整理後

に北向きになってしまった場合に

は、評価に差が出て、清算金が少

なくなることになるのか。 

宅地の向きによる土地評価の修正は行いま

せんが、換地設計は照応の原則により従前

と同様の状況になるように、土地の向きだ

けでなく他の状況も含めて総合的に勘案し

換地の位置を決定します。 

今よりも駅から離れてもいいから

評価の低いところに換地をしても

らい、清算金を少なくすることは

可能か。 

照応の原則があるので、今の現況に近いと

ころに換地することが原則でありますが、

意見・要望については、審議会に諮り対応

します。 

市が買収した東京都の水道局用地

は換地先の対象になるか。傾斜地

があるがその部分はどうなるか。 

水道局用地であったところは公園の計画に

なっています。傾斜地は、平らに整地し換

地します。 

稲荷神社の階段は、整理後は道路

になってしまうが、整理後はどこ

になるのか。 

神社の階段は方位等も関係してくるので、

稲荷神社の方々と話し合いながら階段の位

置を考えていきます。 

仮換地の位置が、計画道路上に換

地されることはないか。 

計画道路内に仮換地がなされることはあり

ません。 
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項 目 質問・意見等 回   答 

換 地 の

形 状 に

ついて 

換地の形状で、道路に面して長方

形となっているが、奥行きは概ね

どの位になるのか。 

現在建っている建物の形状等を考慮して間

口と奥行きを決定していきます。  

街路の間隔は何メートルになるの

か。現在の状況からみて、自宅の

周辺は設計図の道路に背割りで土

地が換地されるのは不可能だと思

われる。 

宅地には大小があるので、換地設計におい

て道路の間隔は変更することもあります。

一般的には設計時の道路間隔は３０ｍ程度

になっています。場所によっては、２０～

４０ｍの街区もあります。 

換 地 の

地 積 に

ついて 

１５０坪の土地だと減歩率は目安

としてどの位になるのか。 

比較的狭い道に面していたり袋地等のよう

に奥まった場所にある場合は、平均減歩率

よりも高くなる可能性があります。 

また、詳細な位置や面積等は、供覧により

示します。 

墓 地 の

取 扱 い

に つ い

て 

神社の隣の墓地を所有している

が、整理後はどうなるのか。 

神社の隣の墓地については緑地になる予定

となっています。基本的には点在墓地は集

約することとなりますが、神社と一体でそ

のまま残すことが事業に有効かどうかを判

断し、今後権利者と協議していきます。 

点在墓地の所有者とは打合せをし

ているのか。 

平成１５年に説明会を開いており、その後

は個々に意向確認を行っています。 

地区内の墓地は大きさがまちまち

だが、移転後の大きさはどうなる

のか。 

地区内の墓地は 2 ㎡のものから 150 ㎡以上

あるものまで大きさは様々であります。大

きい墓地は全部を墓地に使ってないところ

もあるので、墓地の大きさを個々に話を聞

きながら決めていきます。基本的には一定

のルールを定め、大きさ等を決定していき

ます。なお、富士見霊園への移転は平成１

９年度から可能になる予定です。 

申 出 等

に よ る

換 地 不

交付 

土地所有者の申し出または同意の

あった従前の宅地については換地

を定めないことができるとは、ど

ういうことか。 

例えば、小さすぎて使い道がない宅地の土

地所有者が整理後に土地が必要ないという

ことで、申し出または同意があった従前の

宅地については、換地を定めないことがで

きるということです。 

小 規 模

宅 地 の

取 扱 い

に つ い

て 

地区計画上、最低敷地規模の設定

が 120 ㎡となっているが、地区内

に 120 ㎡以下の土地はあるか。あ

るとしたら、それ以下の土地は面

積をそこまで増し換地するのか。 

120 ㎡以下の土地はありますが、その面積

での換地となります。今後は、120 ㎡以下

に土地を分割して土地利用することはでき

ないという規制であります。 

 

165 ㎡まで減歩なしで、435 ㎡まで

傾斜的に減歩緩和されると説明が

あったが、減歩の緩和を受けるか

受けないかを市はそれぞれに確認

するのか。また、清算金を払えば

減歩を減らすことはできるのか。

また、減歩緩和を受ける土地でも

清算金が払えない場合、減歩によ

る対応は可能か。 

審議会の答申を経て決定された減歩緩和取

扱い方針に基づいて減歩緩和を行います。 

原則として、減歩分を清算金で対応するこ

と、また、清算金の徴収分を減歩で対応す

ることはできません。 

なお、要望については、審議会に諮り対応

します。 

小規模宅地の取扱いで、減歩しな

い面積を原案より増やしたので、

道路の面積を減らさないと全体と

して合わないのではないか。 

減歩緩和のための用地を、先行取得してい

ます。 
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項目 質問・意見等 回   答 

減 歩 率

の 最 高

限 度 に

ついて 

減歩率の最高限度の意味を教え

てほしい。 

 

 

減歩は、従前地と換地（整理前と整理後）の

増進に応じて面積を負担することとなります

が、現在の利用状況等を踏まえ、平成 15 年 4

月 16 日付けの事業計画決定（基準日）による

平均減歩率 22.27％の 1.5 倍を上限としていま

す。よって、33.4%以上になることはありませ

ん。ただし、緩和された減歩面積相当分を清

算金により対応することとなります。 

最高限度の平均減歩率の 1.5 倍

となる土地は、どんな土地なの

か。 

現在の利用状況等に比べて、過度の増進があ

る場合となります。 

私 道 等

取 扱 い

方 針 に

ついて 

セットバックで税金を納めてい

ない土地は換地を定めないこと

になっているが、縄延び分につ

いては税金を納めていないのに

換地を認めているのだから、セ

ットバックも換地を認めるのが

公平だと思うが、いかがか。 

換地をするかしないかは、土地の利用状況に

より決定するものです。 

本地区では、税金が減免されているセットバ

ック部分は、建築敷地に含まれないみなし道

路であるため、私道取扱い方針により、換地

を定めません。 

私道はなぜ換地できないのか。 現在、道路として使われている私道が､区画整

理によって、それに代わる公共施設（道路）

として整備されるので換地を定めないことに

なります。なお、これは審議会の同意事項と

なります。 

今 後 の

予 定 に

ついて 

土地評価基準の説明会は行わな

いのか。 

土地評価基準が決定しましたら、土地評価基

準の内容を情報紙まちなみに掲載し、お知ら

せする予定となっています。 

換地等（清算金を含め）具体的

な数値は示すことはできるか。 

仮換地（案）の説明時に、換地設計時点にお

いての換地の位置・面積・清算指数をご提示

する事となります。清算金は、工事概成時点

において決定するため示すことはできませ

ん。 

工事の実施時期はいつか。 基本的には、駅前より工事を行う予定です

が、換地設計を決定した後、効率的な工事の

施行計画を定め実施します。ただし、集団的

な合意形成が担保されれば、施行計画との調

整を図り段階的に整備をしていきます。 

用 途 地

域 ・ 地

区 計 画

に つ い

て 

用途地域、地区計画は区画整理

事業と平行して行い、違法な行

為がされないよう、すぐに適用

できる準備をしてほしい。 

区画整理事業との調整を図り、用途地域につ

いては都市計画変更、地区計画については都

市計画決定の手続きを行う予定であります。 

用途の変更に伴い、耐火や防火

指定等の規制を受けた場合の補

償はどうなるのか。 

原則として、土地区画整理事業の損失補償と

して対応するものとなります。 

ただし、違法建築物等は対象となりません。 
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３ 土地区画整理事業のための先行取得用地について  

 

羽村市では、事業の円滑な推進を図るため、また、皆

様のご負担を少しでも軽減するための用地の確保を行っ

ています。施行区域内に土地をお持ちの方で、土地の処

分をご検討の方は、市役所区画整理課または羽村駅西口

個別説明事務所までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羽村駅西口個別説明事務所等案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○羽村市都市整備部区画整理課 

羽村市緑ヶ丘５－２－１ 

℡（０４２）５５５－１１１１ （内線２８９） 

e-mail :s403000@city.hamura.tokyo.jp 

○羽村駅西口個別説明事務所 

羽村市羽東１－１４－１ 

  ℡（０４２）５５４－９０２６ 

【開所日】毎週月曜日～金曜日  

及び毎月第１・３・５土曜日  

【開所時間】(正午から午後１時を除く) 

①月・水・金・土曜日  

午前 9 時～午後 5 時  

②火・木曜日  午前 9 時～午後 8 時  

 

羽  村  駅       至福生駅→ 

 
 
                  

■交番  

        

JA 西多摩■         横田クリニック■ 

               ・    ・      

     一方通行    
            

羽村駅前交差点
 

                             ・    ・ 

■本町会館             

本町ふれあい公園  

←至小作駅  

 個別説明事務所  新奥多摩街道  

先行取得用地の購入条件等の概要  

・ 原則的に、更地が条件となります。  

 

・ 取得用地の価額は、丌動産鑑定評価により算定されます。  

 

・ 先行取得用地に関わる丌動産の売買においては、譲渡所得に係る特別控除

（２００0 万円まで非課税）が適用されます。（租税特別措置法第３４

条） 

 

・ 購入する土地の優先順位は、JR 青梅線と新奥多摩街道に挟まれた地域に

ある土地となります。 


